
 新⼈賞 

 ⾳楽研修成果披露演奏会について  （2023.11.1版） 

 ⾳楽研修で学んだ成果を披露するために、⾳楽研修終了後 1 年以内に、⻘⼭⾳楽記念館 バロックザールに 
 おいて、協賛演奏会として「⾳楽研修成果披露演奏会」を必ずご実施ください。尚、⾳楽研修成果披露演奏 
 会の開催費⽤を、50 万円を上限として助成します。 

 <  音楽研修成果披露演奏会開催の流れ  > 

 １．申請 

 公演希望⽇の１年前の⽉初から４ヶ⽉前までの間  に、所定の「⾳楽研修成果披露演奏会 公演実施兼ホール 
 使⽤申請書」に必要事項を記⼊して、財団にご申請ください。 
 公演は  ⾳楽研修の成果のわかる内容のリサイタル  としてください。 

 ※ホール空き状況はホームページでご確認いただけます 
 ⼀年以上先の予定については、電話にてお問い合わせください。 

 ２．助成額の決定と精算 

 演奏会終了後  1  ヶ⽉以内に、ホール事務室に領収証等の提出をお願いします。提出後、助成額の決定及び精 
 算を⾏います。（領収証の記載内容、助成経費と認められるもの、認められないもの等については、下にそ 
 の詳細を記載しています。） 
 やむを得ない理由によって  1  ヶ⽉以内の提出が困難な場合は、必ず事前にホール事務室に連絡をお願いしま 
 す。 



 助成対象経費となるもの  

 （１）会場費︓会場使⽤料（⼀般料⾦）、付帯設備等使⽤料（ピアノ使⽤料・調律料、記録録⾳費⽤等を含む） 
 （２）公演に使⽤する⼤型楽器等のレンタル料・運搬料 
 （３）公演当⽇の、ホールでの演奏許諾に必要な著作権使⽤料 
 （４）交通費・宿泊費︓公演実施に必要と⾒なしうる範囲での、実演者の国内交通費及び宿泊費 
      ※共演者が⾳楽事務所に所属している場合、交通費の助成は受けられますが、別途に必要な書類がありま  すので 
      ホール事務室にご確認ください。 
 （５）渡航費補助︓公演実施に必要と⾒なしうる範囲での、実演者の渡航費。 
    但し、1名につき最⼤5万円とし、協賛助成⾦の15万円以内とする。 
 （６）公演準備責任者交通費︓交通費は公共交通機関を利⽤するものとする。 
 （７）受付スタッフ⼈件費及び交通費︓交通費は公共交通機関を利⽤するものとし、⼈件費は財団の基準による。 
      ※主催者が受付スタッフを⼿配した場合、公共交通機関利⽤による交通費は助成対象。 
      ⼈件費は財団の基準による。 
 （８）公演のネット配信のために、公演当⽇に必要とされる直接的経費。 
 （９）印刷費︓各種印刷物デザイン料・印刷料、及び印刷物送付料。 
    （案内状、チラシ、チケット、プログラム、ポスター等） 
 （１０）広報・広告費︓新聞、雑誌、駅貼り等の広告費⽤、公演の宣伝動画作成費⽤ 
 （１１）⼊場券委託販売⼿数料 
 （１２）その他財団が公演の開催に必要と認めたもの 

 過去に認められた例）※公演内容により認められない場合もありますので、事前にご相談ください。 
 ①リハーサル・合わせのための会場費、交通費 
  公演のために必要、適切な期⽇、場所、⽀出内容であること。特段の理由により宿泊が必要な場合は、 
  そのエビデンスによって認める場合があります。 
 ②招聘に係る経費 
 ③サポートスタッフ⼈件費 
  搬⼊や転換スタッフなど公演開催に必要な⼈員と認められる⼈数、時間。作業内容に対し、相応の⾦額であること。 
 ④助成対象経費の振込⼿数料 

      ⑤作曲料（委嘱作品）     

 助成対象経費とならないもの 

 （１）出演料 
 （２）実演者、公演準備責任者への⽀払いとなるもの 

 ※  出演料、マネージメント料、印刷物デザイン料、原稿料、通訳料など、実演者・公演準備責任者への 
       ⽀払いとなる場合は、全て助成の対象となりません。 
 （３）該当公演の経費であることが明確でないもの 
 （４）経費として適正と⾒なすことができない⾼額なもの 

 ※適正と⾒なすことができない期間に実施された場合も対象となりません。 
 （５）⾷糧費 

 ※宿泊費に飲⾷費が含まれている場合は、内訳がわかる領収書を提出ください。 
 （６）ネットによる配信の際の、後⽇の配信に必要な費⽤ 
      ※ビデオグラム編集・作成費、公演当⽇以後の配信に係る著作物使⽤許諾費、配信経費、その他 
 （７）その他財団が協賛公演の趣旨に不適当とみなした費⽤ 



 ３．領収証等の精算に必要な資料 

 主催者が公演実施のために⽀払ったこと  のわかる内容が必要です。 

 宛名      ＝ 主催者名（または公演準備責任者名） 
 内容（但し書） ＝ 公演⽇、公演名、経費の内容 

 （１）領収書（具体的な内容の記載あり） 
   ・宛名は主催者名（または公演準備責任者名） 
   ・具体的な内容︓「チラシ印刷代」、交通費なら「発着地」など具体的な内容の記載があるもの。 
            公演に係る⽀払いについては「公演名」 
 （２）領収書（具体的な内容の記載なし） ＋ 対応する請求書 
   ・宛名は主催者名（または公演準備責任者名） 
 （３）銀⾏の⼊出⾦明細／通帳コピー／振込伝票  ＋ 対応する請求書 
 （４）カード明細  ＋ 対応する請求書 

 【上記（１）〜（４）の要件を満たさない場合】 
 領収書（具体的な内容の記載なし）／銀⾏の⼊出⾦明細／通帳コピー／振込伝票／カード明細 のいずれかに加えて 
 「主催者による内容メモ」を添付しご提出ください。 

 ＜主催者による内容メモが必要な⼀例＞ 
  切⼿代・レターパック代等…⽇付、送付先、送付物等を記載ください。 

 【近距離（100km以内）の在来線やバスなど公共交通機関での移動】 
 領収書提出は不要です。所定の「交通費申請書」に記⼊のうえご提出ください。 

 助成額の決定は領収証の提出・確認によって⾏います。紛失等の場合はお⽀払いすることができませんのでお気をつ 
 けください。提出いただいた領収証は、助成対象か否かにかかわらず返却いたしません。あらかじめご了承くださ 
 い。会場使⽤料などホールに⽀払うものについては事前の⽀払い・領収証の⽤意は不要です。 

 ４．公演制作について 

 ・印刷・広報物については、「別表」従い所定のロゴ・表記を必ず掲載してください。掲載されない印刷・広報物 
 は、助成の対象となりません。 

 ・所定のロゴ・表記内容は、デザイン校正の段階で必ず財団に提⽰し、確認を得てください。 
 ・公演のネット配信においても、「別表」の「SNSなど」の項に指定する⽅法によって、財団の協賛公演 
  であることを明⽰してください。 
 ・著作権使⽤料に関する、公演の企画・準備、著作権に関する申請・⽀払いは、主催者でお⼿続きをお願いします。 
 ・財団で最⼤20席を使⽤する可能性があります。 

 お問い合わせ先 

 ⻘⼭⾳楽記念館 バロックザール 
 電話︓ 075-393-0011（受付時間9:30〜18:00）休館⽇ / ⽉・⽕（祝⽇の場合は開館 ※臨時休館⽇あり） 

 ■公演申請⽅法や、空き状況のお問い合わせ 
 Email︓apply＠barocksaal.com 
 ■チラシ制作、舞台打ち合わせ、開催費⽤のお問い合わせ 
 Email︓mail＠barocksaal.com 



 新⼈賞 

 研修成果披露演奏会 
 公演実施兼ホール使⽤申請書 

 公演実施と⻘⼭⾳楽記念館 バロックザール使⽤について申請します。 

 ① 公演名 

 20    年度 ⻘⼭⾳楽賞新⼈賞受賞 ⾳楽研修成果披露演奏会 

 ② 申請者（主催者） 

 ふりがな 

 ⽒名 

 住所 〒    －    

 E-mail  ⽇中に連絡のつく電話番号 

     @ 

 ⽣年⽉⽇（⻄暦）          年       ⽉       ⽇ 

 ③ 公演準備責任者 

 ふりがな 

 ⽒名  本⼈との関係（         ） 

 住所 〒    －    

 E-mail  ⽇中に連絡のつく電話番号 

      @ 

 ④ 公演希望⽇と使⽤時間帯 

 第１希望  20    年    ⽉    ⽇（   ） 開演時間   時   分 
 ▢10︓30〜18︓00   ▢13︓00〜21︓30  ▢10︓30〜21︓30 

 第２希望  20    年    ⽉    ⽇（   ） 開演時間   時   分 
 ▢10︓30〜18︓00   ▢13︓00〜21︓30  ▢10︓30〜21︓30 

 ⑤ 公演の趣旨 



 ⑥ 出演者のプロフィール  （別紙添付可） 

 ふりがな 

 ⽒名 1 

 楽器または声部 

 プロフィール 

 ふりがな 

 ⽒名 2 

 楽器または声部 

 プロフィール 

 ⑦ 公演内容  （別紙添付可） 

 作曲者︓曲名  演奏時間  楽器編成 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 



 ⑧ 確認事項について（該当するものに☑してください） 

 公演準備責任者がいる場合にのみ回答ください 

 公演承認通知  ▢  申請者  ▢  公演準備責任者 

 公演打ち合わせのご連絡  ▢  申請者  ▢  公演準備責任者 

 公演後の精算ご連絡  ▢  申請者  ▢  公演準備責任者 

 公演内容についてご確認ください 

 ▢  個⼈の発表会等、私的範囲において⾏われる活動の発表にとどまる公演でない 

 ▢  学校⾏事等として⾏われる公演でない 

 ▢  物品等の販売促進、または寄付⾦品の募集等を⽬的とする公演でない 

 ▢  特定の政治・宗教団体への勧誘、普及活動を⽬的とする公演でない 

 ▢  「暴⼒団員による不当⾏為の防⽌等に関する法律」に規定される暴⼒団員等、および密接な関係を有する者が  関わ 
 る公演でない 

 経費についてご確認ください 

 ▢  本公演開催経費として財団に申請するものは、他機関からの補助は受けません 

 提出物についてご確認ください 

 ▢  研修成果披露演奏会申請書 

 ▢  公演精算振込先届兼振込同意書 

 ⾳楽研修レポートについてご確認ください 

 ▢ 研修成果披露演奏会前⽇までに、提出することを理解している 

 以上の通り申請します。 
 20    年   ⽉   ⽇ 

 ⑨ 申請者サイン                       



 ⾳楽研修成果披露演奏会 申請書記⼊にあたってのご注意 

 ① 公演名 
 公演名をご記⼊ください 

 ② 申請者（主催者） 
 海外に滞在中の場合は、現住所をご記⼊ください 
 E-mailは財団からのメールを受信できるアドレスをご記⼊ください 

 ③ 公演準備責任者 
 申請者が海外滞在中の場合や家族友⼈等が準備を⾏う場合などにご記⼊ください 
 申請者が未成年の場合は保護者をご記⼊ください 
 E-mailは財団からのメールを受信できるアドレスをご記⼊ください 

 ④ 公演希望⽇と使⽤時間帯 
 空き状況はお問い合わせください。 
 授賞式⽇以降より、申請いただけます。 
 使⽤時間には搬⼊出時間を含みます 
 ピアノ調律は発注された場合、使⽤開始時間にピアノ調律は完了しています 
 （やむを得ない事情により異なる場合も有り） 

 ⑤ 公演の趣旨 
 公演を通してお客さまに伝えたいことや、選曲の理由等をご記⼊ください 

 ⑥ 出演者のプロフィール 
 アーティスト名がある場合は活動時の名前をご記⼊ください 
 プロフィールは別紙添付可 
 欄が⾜りない場合は別紙添付可 

 ⑦ 公演内容 
 原題、邦題は問いません 
 演奏時間はおおよそで結構です 
 楽器編成は予定している形態をすべてご記⼊ください 
 公演の趣旨・⽬的が変わらない限りでの曲⽬の変更は可能です 
 欄が⾜りない場合は別紙添付可 

 ⑧ 確認事項について 
 精算に関して財団からのお振込みには、国内の⾦融機関⼝座が必要となります 

 ⑨ 申請者サイン 
 消せるボールペン（フリクションペン等）はご使⽤になれません 
 申請書の写しを必ずお⼿元に保管いただきますようお願いします 

 ■公演精算振込先届兼振込同意書 
 …公演当⽇までにご提出ください。 

 ■研修成果披露演奏会・受賞記念演奏会 交通費申請書 
 …公演精算時にその他経費領収書と合わせご提出ください。 

 ■⻘⼭⾳楽財団協賛公演 配信条件承諾書 
 …演奏会のライヴ配信・後⽇配信を実施される場合はご提出ください。 



 公益財団法⼈⻘⼭⾳楽財団 宛 

 提出⽇︓     年     ⽉     ⽇ 

 公演精算振込先届兼振込同意書 
 研修成果披露演奏会・受賞記念演奏会（協賛公演） 

 指定振込⼝座 

 ⾦融機関 

 銀⾏ 

 ⽀店名 

 ⽀店番号 

 信⽤⾦庫 

 信⽤組合 

 預⾦種⽬  普通  ・  当座  ⼝座番号 

 フリガナ 

 ⼝座名義⼈ 

      年    ⽉    ⽇  の公演精算について、上記の指定⼝座への振込を依頼します。 

   
 申請者サイン                        

                               

 本⽤紙にてお知らせいただいた⼝座に下記の振込⾦額をお振込みいたします。 

 振込⾦額  ＝公演開催助成⾦額 － 請求⾦額 ＋ チケット販売⾦額 

 公演開催助成⾦額…公演開催に必要で助成対象と認められる費⽤相当額。上限50万円。 
 ※申請内容通り実施された公演に対して⽀給いたします。 

 請求⾦額……………ホール使⽤料、設備使⽤料、チケット販売⼿数料等、当財団より 
 請求させていただく⾦額。 

 チケット販売⾦額…当財団を通して販売されたチケット販売⾦額の合計。 



 研修成果披露演奏会・受賞記念演奏会 
 交通費申請書 

 ★記⼊上の注意 
 ・国内交通費に限り申請いただけます。海外からの渡航費は申請いただけません。 
 ・原則、出演者の現住所最寄り駅より、阪急電鉄嵐⼭線「上桂駅」の交通費1往復分を最⼤とします。 
 ・タクシー、新幹線、⾼速バス、⾶⾏機、フェリー利⽤の場合は領収書を提出ください。 
 ・近距離（100㎞以内）の在来線やバスなど公共交通機関での移動は、領収書提出は不要です。 
 ・下記への経路記⼊に加え、必ず乗換案内や経路案内サイトで検索いただき、⾦額が表記された資料を添付ください。 
 ※2名以上ご申請の場合は、申請書をコピーしてご使⽤ください 

 公演⽇        年     ⽉     ⽇ 

 公演名 

 ⽒名① 

 住所  〒 

 交通機関名  出発駅  →  到着駅  ⽚道料⾦  往復料⾦ 

 →  @  @ 

 →  @  @ 

 →  @  @ 

 →  @  @ 

 ⽒名② 

 住所  〒 

 交通機関名  出発駅  →  到着駅  ⽚道料⾦  往復料⾦ 

 →  @  @ 

 →  @  @ 

 →  @  @ 

 →  @  @ 

 20   年   ⽉   ⽇ 

 申請者サイン                                 



 協賛公演での記載⽅法  （別表） 

 協賛公演名 
 表記 

 ⻘⼭⾳楽財団 
 表記 

 ⻘⼭⾳楽賞 
 表記  会場表記 

 チラシ・フライ 
 ヤー・ポスター 

 協賛︓公益財団法⼈⻘⼭⾳楽財団 
 or 

 協賛︓(公財)⻘⼭⾳楽財団 

 or 

 or 
 ⻘⼭⾳楽記念館 
 バロックザール 

 プログラム・ 
 チケット・雑誌等 
 の広告掲載 

 協賛︓公益財団法⼈⻘⼭⾳楽財団 
 or 

 協賛︓(公財)⻘⼭⾳楽財団 

 or 

 可能であれば 

   

 可能であれば 

 or 
 ⻘⼭⾳楽記念館 
 バロックザール 

 可能であれば 

 SNSなど 

 協賛︓公益財団法⼈⻘⼭⾳楽財団 
 or 

 協賛︓(公財)⻘⼭⾳楽財団 

 チラシ画像と、差⽀えのない程度で 
 テキスト、ハッシュタグでの表記を 

 お願いいたします。 

 or 

 可能であれば 

   

 可能であれば 

 or 
 ⻘⼭⾳楽記念館 
 バロックザール 

 可能であれば 



青山音楽財団協賛公演 

配信の許可条件について 

公益財団法人 青山音楽財団 

  公益財団法人青山音楽財団(以下｢財団｣といいます。)では、以下の条件を満たす配信費用に

ついて、青山音楽賞受賞者研修成果披露演奏会及び受賞記念演奏会の費用助成の対象とします。 

  つきましては以下の諸条件をご確認、ご承諾のうえ、別紙「青山音楽財団協賛公演配信条件

承諾書」にご署名、ご提出いただきますようお願いいたします。 

記 

１．配信により、公演の準備・実施が不十分とならないよう、ご留意ください 

ホールにおける実演による演奏会の助成を目的としています。配信により演奏会の準備、実施

に不都合が無いように、財団とも密接に連絡を取ってのお取り組みをお願いします。 

２．協賛公演の配信は、主催者の責任において行っていただきます 

（１）配信のための業者の選定、契約、各種権利者への許諾手続きなど、すべて主催者におい

て行っていただきます。

・業者選定の際、反社会的勢力の関係者が関与していないことのご確認をお願いします。

（｢青山音楽記念館運営規程第９条(利用の不承諾)｣により）

（２）準備・計画はホール事務所と密接に連絡、確認をとり、スムースに実施できるよう、ご

準備をお願いします。 

《打合せ事項》設営の開始時間・撤収時間、機材車両の駐車位置、機材・コードのホール内 

配置、入場客の使用できない座席の数・位置、電源の確認等 

（３）配信方法についても、ホール事務所との連絡・確認をお願いします。

《注意》配信の方法によっては、携帯電話の電波抑止装置を解除する必要があります。 

その際、財団において通常のマナー喚起は致しますが、その他の注意等については 

主催者のご判断でお願いします。 

３．配信当日における留意事項について 

（１）機材設営・退去

・機材の搬入・設置、搬出は、事前の打ち合わせ・指示に従い迅速に行ってください。

（２）撮影・配信

・ステージ上のみの配信として、お客さまのお顔が映らないようにお願いします。（肖像権） 

・舞台に上がる方々（共演者、伴奏者等）の権利にもご留意いただき、事前の了解を得てい

ただくようお願いします。(肖像権(画像)、著作隣接権(演奏)、実演家人格権(氏名)等）

４．演奏会の後日の配信に掛かる著作権等の使用料は、助成の対象外となります。 

５．配信上のトラブルについて、財団は責任を負いません 

以 上 



青山音楽財団協賛公演 
配信条件承諾書 

公益財団法人 青山音楽財団 

理事長 青 山 敦 様 

記入日：  年  月  日 

ご署名： 

  私は、貴財団の「青山音楽財団協賛公演配信の許可条件について」に示された条件を確認し、

以下の通り承諾いたします。 

記 

１．配信により、公演の準備・実施が不十分とならないように致します 

ホールでの演奏を中心的目的とし、配信により演奏会の準備、実施に不都合が無いように、財

団とも密接に連絡を取って取り組みを進めます。 

２．協賛公演の配信は、主催者の責任において行います 

（１）配信のための業者の選定、契約、各種権利者への許諾手続きなど、すべて主催者におい

て行います。 

・業者選定の際、反社会的勢力の関係者が関与していないことを確認致します。

（「青山音楽記念館運営規程第９条（利用の不承諾）」により）

（２）準備・計画はホール事務所と密接に連絡、確認をとり、スムースに実施できるよう準備

致します。 

《打合せ事項》設営の開始時間・撤収時間、機材車両の駐車位置、機材・コードのホール内 

配置、入場客の使用できない座席の数・位置、電源の確認等 

（３）配信方法について、ホール事務所と連絡・確認を致します。

《注意》配信の方法によっては携帯電話の電波抑止装置を解除する必要があることを了解し、

そのために必要なお客さまへの対応は主催者において行います。 

３．配信当日における留意事項について 

（１）会場設営

・機材の搬入・設置、搬出については、事前の打ち合わせ・指示に従い迅速に行います。

（２）撮影・配信

・ステージ上のみの配信として、お客さまのお顔が映らないよう配慮致します。（肖像権）

・舞台に上がる方々（共演者、伴奏者等）の権利にも留意し、事前の了解を得ます。（肖像

権（画像）、著作隣接権（演奏）、実演家人格権（氏名）等）

４．演奏会の後日の配信に掛かる著作権等の使用料は、助成の対象外となることを

了解しました。 

５．配信上のトラブルについて、財団に責任を求めません 

以 上 
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